
～ いわきニュータウン内で建築等を計画しているみなさんへ ～ 
いわきニュータウンでは、建築協定等が定められています。 

＜建築協定・緑地協定一覧＞ 

 名 称 建 築 協 定 緑 地 協 定 

① 飯野一丁目地区 S57. 9. 20 S57. 9. 20 

② 飯野二丁目地区 S59. 7. 28 S59. 6. 21 

③ 飯野三丁目地区 S62. 9. 5 S62. 8. 25 

④ 鹿島一丁目地区 S63. 12. 26 S63. 11. 18 

⑤ 鹿島三丁目地区（A・B 地区） H 4. 8. 27 H4. 7. 15 

⑥ 鹿島三丁目地区（C・D 地区） H 4. 8. 27 H4. 7. 15 

⑦ 業務地区（いわきコルム地区） H 5. 11. 4 H5. 10. 26 

⑧ 鹿島二丁目地区（A・B 地区） H 5. 11. 4 H5. 10. 7 

⑨ 鹿島ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ地区（ぷろばんす 56） H 6. 12. 7 H6. 11. 9 

⑩ 鹿島木のまち地区 H 7. 1. 25 H7. 1. 19 

⑪ 高久三丁目第一地区（A・B 地区） H 8. 7. 30 H8. 7. 8 

⑫ 高久三丁目第二地区（A・B 地区） H 9. 6. 9 H9. 5. 6 

⑬ 高久三丁目第三地区（A・B 地区） H 9. 10. 22 H9. 10. 1 

⑭ 高久三丁目第四地区（A・B 地区） H10. 5. 28 H10. 5. 7 

⑮ 高久二丁目地区 H11. 5. 24 H11. 4. 27 

⑯ 飯野三丁目第二地区（A・B 地区）・ 

飯野四丁目地区（A・B 地区） 
H11. 5. 24 H11. 4. 27 

⑰ 高久一丁目第一地区 H15. 5. 21 H15. 4. 14 

⑱ 高久一丁目第二地区 H19. 5. 9 H19. 4. 25 

⑲ 高久四丁目地区（A・B 地区） H22. 4. 27 H22. 3. 30 

⑳ 高久二丁目第二地区 R3. 3. 23 R3. 2. 24 

＜まちづくり協定・まちづくり指針・建設ガイドライン一覧＞ 

 名 称 制 定 日 

□1  フォレストタウンまちづくり協定 H10. 2. 2 

□2  飯野四丁目集合住宅地区建設ガイドライン H11. 6. 1 

□3  風舎村アネックス地区まちづくり協定 H13. 3. 1 

□4  飯野地区フォレストタウンまちづくり協定 H14. 3. 1 

□5  高久地区沿道利用地区建設ガイドライン H14. 3. 28 

□6  風舎村第 2 アネックス地区まちづくり協定 H15. 3. 19 

□7  高久三丁目「ひわたしの杜」まちづくり指針 H15. 8. 26 

□8  飯野地区沿道利用地区建設ガイドライン H16. 9. 1 

□9  こもれびのまち「ひだまり一番街」まちづくり指針 H16. 10. 7 

□10  こもれびのまち「ひだまり二番街」まちづくり指針 H18. 4. 14 

□11  高久地区業務居住地区建設ガイドライン H18. 10. 13 

□12  第 6 風舎村地区まちづくり協定 H19. 3. 23 

□13  高久一丁目第三地区まちづくり協定 H19. 5. 18 

個々の運営委員会については、下記までお問い合わせください。 

いわき市中央台飯野四丁目 2-4 ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2 階 いわきﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰ（0246-46-0441）



 

① 飯野一丁目地区 

② 飯野二丁目地区 

③ 飯野三丁目地区 

④ 鹿島一丁目地区 

⑤ 鹿島三丁目地区（A・B 地区） 

⑥ 鹿島三丁目地区（C・D 地区） 

⑦ 業務地区（いわきコルム地区） 

⑧ 鹿島二丁目地区（A・B 地区） 

⑨ 鹿島ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ地区（ぷろばんす 56） 

⑩ 鹿島木のまち地区 

⑪ 高久三丁目第一地区（A・B 地区） 

⑫ 高久三丁目第二地区（A・B 地区） 

⑬ 高久三丁目第三地区（A・B 地区） 

⑭ 高久三丁目第四地区（A・B 地区） 

⑮ 高久二丁目地区 

⑯ 飯野三丁目第二地区（A・B 地区）・ 

飯野四丁目地区（A・B 地区） 

⑰ 高久一丁目第一地区 

⑱ 高久一丁目第二地区 

⑲ 高久四丁目地区 

□1  フォレストタウンまちづくり協定 

□2  飯野四丁目集合住宅地区建設ガイドライン 

□6  風舎村第 2 アネックス地区まちづくり協定 

□3  風舎村アネックス地区まちづくり協定 

□4  飯野地区フォレストタウンまちづくり協定 

□12  第 6 風舎村地区まちづくり協定 

□8  鹿島三丁目地区（C・D 地区） 

□5  高久地区沿道利用地区建設ガイドライン 

□13  高久一丁目第三地区まちづくり協定 

□11  高久地区業務居住地区建設ガイドライン 

□7  高久三丁目「ひわたしの杜」まちづくり指針 

□9  こもれびのまち「ひだまり一番街」まちづくり指針 

□10  こもれびのまち「ひだまり二番街」まちづくり指針 

⑳ 高久二丁目地区第二地区 


